
訪問リハビリテーション米子東(R6.6.1)-① 

訪問リハビリテーション米子東 ご利用案内 

（ 重要事項説明書  令和６年６月１日現在 ）  

 

＊ 介護保険証の確認 

ご利用申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

１．施設の概要 

（１）事業所の名称等 

運営主体 社会医療法人仁厚会 理事長 藤井 一博 

施設名 訪問リハビリテーション米子東 

開設年月日 平成２６年 ６月 １日 

所在地 鳥取県米子市淀江町佐陀２１６９番地 

連絡先 
電話番号 ０８５９-５６-５３１２ (080-2902-3411) 

FAX 番号 ０８５９-３０-２６３０ 

管理者 前 田 征 士 

介護保険指定番号 （ ３１１０２１３２９９ 号 ） 

事業内容 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

サービス提供地域 
米子市、西伯郡内町村 

※上記の地域以外の方でも、ご希望の方はご相談ください。 

営業日及び時間 
月曜日～金曜日の９時００分から１７時００分 

（ただし、８月１４日、８月１５日、１２月３０日から１月３日を除く） 

 

（２）訪問リハビリテーションの目的 

当事業所は、訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）サービスを提供す

ることで、利用者の方が地域での生活を１日でも長く継続できるよう、支援することを目的とし

た事業所です。 

 

（３）施設の職員体制 

下記人員を下回らないものとします。 

職種 人員 業務内容 

管理者 1 従業者の管理・業務管理 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

1 リハビリ実施、指導 

 

２．サービス内容 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者のご自宅を訪問し、利用者の生活機能の維持

向上を図るため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 

また、災害や緊急事態が発生した際にも、サービスの継続を確保するため業務継続計画（BCP）

を策定しています。 
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３．利用料金 

（１）基本料金・その他の料金 

別紙①「料金表」をご参照ください。 

 

（２）支払い方法 

① 毎月１５日までに、前月分の請求書を訪問時、または郵便にてお送りいたします。内容を

ご確認していただき、その月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領

収書を発行いたします。 

② お支払方法は、口座振替または現金でお願いいたします。その他のお支払方法につきまし

てはご相談に応じます。 

③ 請求書兼領収書の再発行はいたしかねますのでご了承下さい。 

 

４．要望及び苦情等の相談 

事業所に対する相談･苦情につきましては、以下の方法でお受けいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①福祉サービス運営適正化委員会 

鳥取市伏野1729-5（福祉人材研修センター内） 

電話 0857-59-6335 

②鳥取県国民健康保険団体連合会 介護サービス係 

電話 0857-20-2100 

③市町村介護保険担当課 

回答 

 

 

① 申出先 地域医療介護連携センター ピノ・パルコ 

② ご意見箱への投函 

③ 電話 ０８５９-５６-５２３２ 

④ F A X ０８５９-５６-５２３３ 

⑤ E-mail y_higasi@med-wel.jp 

病院への申出 

法人苦情解決委員会 

未解決 

回答 

施設苦情解決委員会 

苦情解決責任者 管理者 

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
（
本
人
・
家
族
等
） 

申出 

申出 第三者委員への申出 

氏名は病院内に掲示 

申出 

連
絡 

回
答 

回答 

連絡 



訪問リハビリテーション米子東(R6.6.1)-③ 

５．個人情報の取り扱いについて 

     「個人情報使用同意書」により個人情報使用の同意について確認させていただきます。 

     内容についてはそちらをご確認ください。 

 

６．その他 

（１）その他の当施設に関連した介護保険サービスのご案内 

① 居宅介護支援事業 

居宅介護支援センター ル･サンテリオンよどえ 

居宅介護支援センター ル･サンテリオン北条 

居宅介護支援センター ル･サンテリオン鹿野 

② 介護老人保健施設 

介護老人保健施設 ル･サンテリオンよどえ 

介護老人保健施設 ル･サンテリオン北条 

介護老人保健施設 ル･サンテリオン鹿野 

③ 居宅サービス事業関係 

訪問看護ステーション米子東 

訪問看護リハビリステーションくらよし 

認知症対応型共同生活介護 グループホームほうじょう 

認知症対応型共同生活介護 グループホーム鹿野 

 

（２）なお、法改正等により重要事項説明書記載事項に変更がある場合は、その都度文書等によりお

知らせいたします。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

令和   年   月   日 

 

訪問リハビリテーション米子東の利用にあたり、本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

事業者 訪問リハビリテーション米子東 

説明者                                                   

 

私は、契約書および本書面により、事業者から重要事項についての説明を受けました。 

 

 

 

 

利用者氏名  

代 筆 者  

続柄（        ） 
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＜別紙①＞ 

【料金表】 

 

ご利用にあたっての利用料については、介護保険利用者の負担割合に基づきます。 

以下の一覧表は１割負担の料金例です。 

 

◆基本料金 

 ●要介護の方  

 ２０分 ４０分 ６０分 

基 本 ３０８円 ６１６円 ９２４円 

サービス提供体制強化加算 ６円 １２円 １８円 

合 計 ３１４円 ６２８円 ９４２円 

●要支援で訪問リハビリ開始から 12か月以内の方 

 ２０分 ４０分 ６０分 

基 本 ２９８円 ５９６円 ８９４円 

サービス提供体制強化加算 ６円 １２円 １８円 

合 計 ３０４円 ６０８円 ９１２円 

●要支援で訪問リハビリ開始から 12か月経過した方(必要な措置をしていない場合) 

 ２０分 ４０分 ６０分 

基 本 ２６８円 ５３６円 ８０４円 

サービス提供体制強化加算 ６円 １２円 １８円 

合 計 ２７４円 ５４８円 ８２２円 
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◆各種加算料金（1割負担の場合） 

●リハビリテーションマネジメント加算 イ 【１８０円】 

医師、ケアマネジャー、その他の事業所と協同してリハビリテーション計画をたて、リハビリテ

ーション会議を開催し利用者にリハビリテーション計画書の内容について理学療法士等が説明

を行った場合、１月につき１回加算されます。 

 

●リハビリテーションマネジメント加算 ロ 【２１３円】 

医師、ケアマネジャー、その他の事業所と協同してリハビリテーション計画をたて、リハビリテ

ーション会議を開催し利用者にリハビリテーション計画書の内容について理学療法士等が説明

を行った上で、質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム（LIFE）を

用いて厚生労働省に提出している場合、１月につき１回加算されます 

   

※上記内容に加え医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合に２７０円加算されます。 

 

●サービス提供体制加算(Ⅰ) 【６円】 

指定訪問リハビリテーションを直接提供する、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち勤

続年数が 7年以上の者がいると加算されます。 

 

●口腔連携強化加算 【５０円】 

事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科

医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合、１月に１回に限り加

算されます。 

 

●退院時共同指導加算 【６００円】 

リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、退院前カンファ

レンスに参加し、退院時共同指導を行った場合加算されます。 

 

●短期集中リハビリテーション実施加算 

１回４０分以上のリハビリを週２回以上ご利用の場合、１回の訪問ごとに加算されます。 

 １ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月以降 

要支援１・２ ２００円 ２００円 ２００円 ０円 

要介護１～５ ２００円 ２００円 ２００円 ０円 

※ 上記月数は退院日または退所日、または要介護認定日からの月数です。 
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●認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

認知症であると医師が判断したものであって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見

込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士がその退院(所)日または３ヵ月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行

った場合加算されます。 

１回の訪問ごとに加算されます(週に２回まで) 

 １ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月以降 

要支援１・２ ２４０円 ２４０円 ２４０円 ０円 

要介護１～５ ２４０円 ２４０円 ２４０円 ０円 

※ 上記月数は退院日または退所日、または要介護認定日からの月数です。 

  

 

 

●医師からの診療情報提供書について 

３ヶ月ごとに主治医に記載していただく必要があります。作成時には主治医の医療機関へ料金を

お支払いいただく必要があります。ご利用者様の負担金額は１枚につき２５０円（１割負担の場

合）になります。 

 

※ 支給限度額を超えるサービスは全額自己負担となります。 

※ 米子市・西伯郡内はいずれの場合も訪問にかかる交通費は徴収いたしません。 


